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議案第５０号

藤沢市道路占用料徴収条例の一部改正について

藤沢市道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。

２０１２年（平成２４年）１２月３日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

藤沢市道路占用料徴収条例（昭和３９年藤沢市条例第５７号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条を次のように改める。

（趣旨）

第１条 この条例は，道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）

第３９条及び第７３条の規定による道路の占用料及びその延滞金の徴収につき，

必要な事項を定めるものとする。

第９条中「相当する金額」の次に「（当該５倍に相当する金額が５０，０００円を

超えないときは，５０，０００円）」を加え，同条を第１０条とする。

第８条中「市長が」を「規則で」に改め，同条を第９条とする。

第７条を第８条とし，第６条を第７条とする。

第５条第１号中「道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号。以下「政令」とい

う。）第１８条に規定する事業以外の国の」を「法第３９条第２項ただし書に規定

する」に改め，同条第６号中「街灯」の次に「，防犯灯」を加え，同条を第６条と

する。

第４条第１項を次のように改める。

占用料は，当該占用に係る許可をした日の翌日から１５日以内に，市長の発す

る納入通知書により一括して徴収する。

第４条第３項中「，法第３２条第１項又は第３項の規定による許可を受けた者
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（以下「占用者」という。）」を「占用者」に改め，「ときは，」の次に「納期限

を別に定め，又は」を加え，同条を第５条とする。

第３条を第４条とし，第２条を第３条とし，第１条の次に次の１条を加える。

（占用料の徴収）

第２条 市長は，法第３２条第１項若しくは第３項又は電線共同溝の整備等に関す

る特別措置法（平成７年法律第３９号）第１０条，第１１条第１項若しくは第１

２条第１項の規定による許可を受けた者（以下「占用者」という。）から，次条

に規定する占用料を徴収する。

「 「
１，３７０円 １，６５０円

２，１４０円 ２，５４０円

２，９００円 ３，４２０円

９３０円 １，４８０円

１，５００円 ２，３６０円

２，０７０円 ３，２４０円

１６０円 １５０円

別表中 ２１円 を ２０円 に，

１０円 １０円

１，５８０円 １，４５０円

１，０７０円 ８９０円

２，４３０円 ２，９５０円

１，１７０円 １，２４０円

１１，６６０円 ８，４００円

１，３９０円 ２，０７０円
」 」

「
法第３２条 外径が０．１メート 長さ１メートルに

１８０円
第１項第２ ル未満のもの つき１年

号に掲げる
外径が０．１メート

物件
ル以上０．１５メー ２００円

トル未満のもの

外径が０．１５メー

トル以上０．２メー ２２０円
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トル未満のもの

外径が０．２メート

ル以上０．４メート ３４０円 を

ル未満のもの

外径が０．４メート

ル以上１メートル ７１０円

未満のもの

外径が１メートル
１，６３０円

以上のもの

法第３２条第１項第３号及び第 占用面積１平方メ
１，８６０円

４号に掲げる施設 ートルにつき１年
」

「
法第３２条 外径が０．０７メー 長さ１メートルに

７０円
第１項第２ トル未満のもの つき１年

号に掲げる
外径が０．０７メー

物件
トル以上０．１メー ９０円

トル未満のもの

外径が０．１メート

ル以上０．１５メー １４０円

トル未満のもの

外径が０．１５メー

トル以上０．２メー １８０円

トル未満のもの

外径が０．２メート

ル以上０．３メート ２７０円

ル未満のもの

外径が０．３メート

ル以上０．４メート ３６０円 に，

ル未満のもの

外径が０．４メート

ル以上０．７メート ６２０円

ル未満のもの

外径が０．７メート

ル以上１メートル ８９０円

未満のもの

外径が１メートル
１，７７０円

以上のもの
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法第３２条第１項第３号に掲げ 占用面積１平方メ
２，９５０円

る施設 ートルにつき１年

法第３２条第１項第４号に掲げ
２，０７０円

る施設
」

「 「
Ａに０．００３を Ａに０．００４を

乗じて得た額 乗じて得た額

Ａに０．００５を Ａに０．００７を

乗じて得た額 乗じて得た額

Ａに０．００６を Ａに０．００８を

乗じて得た額 を 乗じて得た額 に，

５，３８０円 ４，２００円

２，６９０円 ２，５２０円

３，０２０円 １，４８０円

８７円 ３０円

９７０円 ８４０円
」 」

「政令第７条第１号」を「道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号。以下この表

において「政令」という。）第７条第１号」に，

「
地下道広告板 表示面積１平方メ １，４６０円

ートルにつき１月

看板類 一時的に設 ９７０円
を

けるもの

その他のも 表示面積１平方メ ６，４６０円

の ートルにつき１年
」

「
看板類 一時的に設 表示面積１平方メ ８４０円

けるもの ートルにつき１月
に，

その他のも 表示面積１平方メ ５，８８０円

の ートルにつき１年
」

「 「
１２０円 ９０円
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９７０円 ８４０円

２，３３０円 ２，３６０円

９７円 ９０円

９７０円 を ８４０円 に，

７，７７０円 ５，８８０円

３，８８０円 ２，９４０円

９７０円 ８４０円

２７０円 ３００円
」 」

「
政令第７条 建築物 階数が１の 占用面積１平 Ａに０．００６を

第６号に掲 もの 方メートルに 乗じて得た額

げる施設 つき１年
階数が２の Ａに０．００９を

もの 乗じて得た額

階数が３の Ａに０．０１１を

もの 乗じて得た額

階数が４以 Ａに０．０１３を
を

上のもの 乗じて得た額

その他のもの Ａに０．００６を

乗じて得た額

政令第７条第８号に掲げる応急仮 Ａに０．００６を

設建築物 乗じて得た額

政令第７条第９号に掲げる器具 Ａに０．０１８を

乗じて得た額
」

「
政令第７条 トンネルの上又は高 占用面積１平 Ａに０．０１６を

第６号に掲 架の道路の路面下に 方メートルに 乗じて得た額

げる施設 設けるもの つき１年

上空に設けるもの Ａに０．０１４を

乗じて得た額

その他のもの Ａに０．０２８を

乗じて得た額

政令第７条 建築物 Ａに０．０１６を

第７号に掲 乗じて得た額
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げる施設並 その他のもの Ａに０．０２を乗

びに第８号 じて得た額

に掲げる施

設及び自動

車駐車場

政令第７条 トンネルの上又は高 Ａに０．０１６を

第９号に掲 架の道路の路面下に 乗じて得た額 に改め

げる応急仮 設けるもの

設建築物
上空に設けるもの Ａに０．０１４を

乗じて得た額

その他のもの Ａに０．０２８を

乗じて得た額

政令第７条第１０号に掲げる器具 Ａに０．０２８を

乗じて得た額

政令第７条 トンネルの上又は自 Ａに０．０１６を

第１１号に 動車専用道路（高架 乗じて得た額

掲げる施設 のものに限る。）の

路面下に設けるもの

上空に設けるもの Ａに０．０１４を

乗じて得た額

その他のもの Ａに０．０２８を

乗じて得た額
」

る。

附 則

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，別表の改正規定は，平成２５年

４月１日から施行する。

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際，道路法（昭和２７年法律第

１８０号）の規定により道路の占用の許可を受け，かつ，当該許可に係る期間の

うち同日以後の期間に係る占用料を納付している者の当該納付している期間に係

る占用料については，改正後の藤沢市道路占用料徴収条例の規定にかかわらず，

なお従前の例による。
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提案理由

この条例を提出したのは，道路法施行令が改正され国の道路占用物件の区分が変

更されたこと，現在の地価を本市の道路占用料に反映させること及び道路占用料の

徴収方法を県内の他の自治体の徴収方法に合わせて改める等の必要による。


